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新型インフルエンザ対策
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健康局結核感染症課

平成20年9月10日

平川 幸子
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本日の内容

1. 政府の新型インフルエンザ対策の概要

2. 「事業者・職場における新型インフルエンザ
対策ガイドライン」の改定

□感染予防策

□新型インフルエンザ流行時の社会情勢

□事業継続計画策定の手引き

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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１．政府の新型インフルエンザ
対策の概要

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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パンデミックの規模と患者数等の推計パンデミックの規模と患者数等の推計

１００万人以上香港インフルエンザ
1968－1969年

（ウイルス型 Ｈ３Ｎ２）

200万人以上アジアインフルエンザ
1957－1958年

（ウイルス型 Ｈ２Ｎ２）

4，000万人スペインインフルエンザ
1918－1919年

（ウイルス型 Ｈ１Ｎ１）

死亡者数通称流行年

¸ 医療機関を受診する患者数： 最大２，５００万人
¸ 入院患者数： ５３～２００万人
¸ 死亡者数： １７～６４万人
（参考）

新型インフルエンザ対策行動計画においては、被害の状況について
次のように見込んでいる。

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策

具体的対策

○新型インフルエンザ対策行動計画新型インフルエンザ対策行動計画を策定し、さらにその具体的な対策を行うための、

新型インフルエンザに関するガイドラインガイドラインを平成１９年３月に定めた。

○重症化防止のため、抗インフルエンザウイルス薬抗インフルエンザウイルス薬を平成１９年度中に、国・都道府県・

流通備蓄分で２，８００万人分確保。

○新型インフルエンザに対するワクチンについて、平成１８年度に製造した原液約１０００万人
分（ベトナム株・インドネシア株）を備蓄するとともに、平成１９年度にウイルスの変異に対応し
た新たな原液約１０００万人分（中国安徽株）を備蓄。

○インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）について、入院勧告等の措置とともに、空港での健康診断等の水
際対策を行うための法的な整備法的な整備を実施。

○関係省庁及び自治体参加の下、新型インフルエンザの発生に備えた訓練訓練を３回実施。

○平成１９年１０月、新型インフルエンザ発生時に、必要に応じ、内閣総理大臣を本部長と内閣総理大臣を本部長と

する対策本部する対策本部を設置することを閣議決定。

厚生労働省健康局結核感染症課
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水際対策：国外からの流入を阻止

入国者への検疫強化 （検疫ガイドライン）

症例の早期発見：

発生初期の対応：

医療としての対応：

疑い症例報告システムの確立

（サーベイランスガイドライン）

一刻も早い対応のために

状況把握と拡大防止

患者の接触者調査

（積極的疫学調査ガイドライン）

発症予防のためのタミフル予防投与＆薬剤以外による感

染防御策 （早期対応戦略）

拡散前に抑え込む

医療機関での検査、院内感染対策

（医療機関における診断検査ガイドライン）
（医療機関における感染対策ガイドライン）

「発熱外来」の設置と医療機関での隔離

（医療体制に関するガイドライン）

（ワクチン接種に関するガイドライン）

（抗インフルエンザウイルス薬に関する ガイドライン）

社会での対応： 拡散防止に努める

家庭等での対応

（個人及び一般家庭・コミュニティ

・市町村ガイドライン）

企業等での対応

（事業者・職場におけるガイドライン）

リスク・コミュニケーション
（情報提供・共有に関するガイドライン）

死亡した場合の対応

遺体の適切な取扱い

（埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン）

医療対応

社会対応

新型インフルエンザ対策ガイドライン全体概略図新型インフルエンザ対策ガイドライン全体概略図

厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室
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本部長 厚生労働大臣

本部長代理 厚生労働副大臣 厚生労働大臣政務官

副本部長 厚生労働事務次官 厚生労働審議官

本部員 官房長 総括審議官（国際担当）

技術総括審議官 医政局長 健康局長

医薬食品局長 労働基準局長

雇用均等・児童家庭局長 社会・援護局長

老健局長 国立感染症研究所長

政府レベル ※新型インフルエンザが発生した場合、必要に応じ、総理を本部長とする新型インフルエンザ対策本部を設置

厚生労働省 新型インフルエンザ対策推進本部

新型インフルエンザ対策の推進体制 （現行）

新型インフルエンザ専門家会議

・サーベイランス
・予防と封じ込め
・医療
・情報提供・共有
・国際対応

法務省：新型インフルエンザ対策本部

経済産業省：新型インフルエンザ対策本部

新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議
内閣官房 内閣府 警察庁 金融庁 総務省 消防庁
法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省
経済産業省 資源エネルギー庁 原子力安全・保安院 中小企業庁 国土交通省

海上保安庁 環境省 防衛省

農林水産省：高病原性鳥インフルエンザ対
策本部

外務省：鳥および新型インフルエンザに関す
る外務省対策本部

国土交通省：新型インフルエンザ対策推進
本部

※ 18年8月より、金融庁では、状況に応じ、防災業務計画に基づく災害対策本部に準じ
た本部を設置する扱い
※ 政府の対策本部設置に合わせ、財務省に新型インフルエンザ対策委員会、海上保

安庁に新型インフルエンザ対策本部を設置

文部科学省：新型インフルエンザ対策本部

総務省：新型インフルエンザ対策本部

消防庁においては、３Ｂ時緊急対策室、４Ａ以降緊急対策本部を別途設置

消防庁：新型インフルエンザ対策本部

新型インフルエンザ
対策推進室

厚生労働省健康局結核感染症課
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新型インフルエンザ発生時の対応（海外での発生）
発生の疑いがある段階
（血縁関係にないﾋﾄ-ﾋﾄ間の感染）

発生段階
（ＷＨＯによるフェーズ４宣言）

発生の疑いが強まった段階
（発生疑い国での地域封じ込め準備）

関係省庁対策会議 関係省庁による緊急協議

官邸連絡室

対策本部幹事会
（内閣危機管理監が主催、
３副長官補、関係省庁）

（対策を強力に推進する
必要がある場合）

対策本部（本部長：総理）

（副長官補（内政）が主催、
全省庁局長級）

○情報の集約、共有、分析
○初動対処の協議・決定
（在外邦人保護、水際対
策の準備開始）

○政府としての対策の協議

専門家諮問委員会
（医学・公衆衛生専門家）

関係閣僚会議（総理主催）

○基本的対処方針の協議・決定
○在外邦人保護・水際対策の準
備開始
※：状況により、対策本部と同じく
水際対策等の措置の開始を決定

○基本的対処方針等の決定
・ 水際対策
・ 在外邦人保護

○基本的対処方針等の協議
○本部決定に基づく措置の調整

○基本的対処方針等に対す
る専門的意見

厚
生
労
働
省
・
外
務
省

（
内
閣
情
報
集
約
セ
ン
タ
ー
）

内
閣
情
報
調
査
室

官
邸
危
機
管
理
セ
ン
タ
ー

内
閣
官
房
各
部
局
・
関
係
省
庁

官邸幹部

（必要に応じ）

関係省庁対策会議

○事態の分析・協議
（内閣危機管理監が招集、
３副長官補、関係省庁）

総理等へ報告

情報連絡室
官邸対策室

（対策本部事務局と連携） ６

厚生労働省健康局結核感染症課
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感染拡大時における政府の対策の概要

対策内容 4A 4B 5B 6B 

感染症危険情報の発出等在外邦人への情報提供 ● ● ● ● 

発生国における査証発給制限 ● ● ▲ － 

検疫実施空港・港湾の集約化 ● ● ▲ － 

入国審査の強化 ● ● ▲ － 

帰国者の停留・隔離措置 ● ● ▲ － 

国内受入体制を勘案した発生国からの直行便の

運航自粛の要請 
● ● ▲ － 

水際対策 

帰国を希望する在外邦人の帰国手段の確保（政

府専用機、自衛隊機等の派遣等） 
● ● ● ● 

プレパンデミックワクチンの製剤化・接種 ● ● ● ● 感染予防 

 パンデミックワクチンの製造・接種 ● ● ● ● 

地域封じ込めの実施 － ● － － 

外出・集会自粛の要請 － ● ● ● 

感染拡大防

止 

学校休校、不要不急の事業活動の自粛要請 － ● ● ● 

ライフライン（電気、ガス、水道等）の維持 ● ● ● ● 

医薬品、食料、生活必需品等の供給確保 ● ● ● ● 

社会機能の

維持 
医療機能の維持 ● ● ● ● 

国民への的確な情報提供 ● ● ● ● その他 

情報の収集・分析 ● ● ● ● 

●：対策を実行する ▲：必要に応じて対策を実行する 
資料：「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」

資料A「新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）」厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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公衆衛生的介入の目的

1. 大流行のピーク時期を遅らせ、時間稼ぎする

（ワクチン供給等の対策の実施のため）。

2. 感染者、発症者、受診者、入院者、死亡者の同時多発を減らす。

ピーク時における医療サービスへの負荷・被害を減らし、医療機能・ 社会機

能の破綻を防ぐ

患者数

第1例発生からの日数

介入なし

介入した場合

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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新型インフルエンザ対策の２つの柱

○医学的介入

・抗インフルエンザ薬
・ワクチン
・良質な医療の提供
（医療体制整備）

○非医学的介入

・社会的接触の軽減
－集会・興行施設等の
自粛等

－学校閉鎖
－行動制限
（発症者の自宅待機、

不要不急の外出自粛）

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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（19年度）１０００万人分
（中国株）

３００万人分

患者との接触
者（感染のお
それのある
者）

国内発生初
期の封じ込
め

発生後に製造開始（18年度）１０００万人分
（ベトナム株・インドネシ
ア株）

２５００万人分

内訳・・・国と都道
府県でそれぞれ
1050万人分と流
通備蓄400万人分

備
蓄
量

全国民医療従事者

社会機能維持者

患者
（発症後48時間以内で
の投与が望ましい）

対
象
者

国民全体へ

の免疫付加

医療機能低下の防止

社会機能低下の防止

治療戦
略

・新型インフルエンザ。
のウイルスをもとに作成す
るワクチン

・最も有効性が期待できる。

・発生してから完成までお
およそ半年～１年半かかる。

・現時点での鳥インフル
エンザＨ５N1に対するワ
クチン。

・ある程度の重症化防
止効果が期待できる。

・ウイルスの増殖を阻害する薬
剤。

・発症後、症状を軽減できる。

・予防的な投与もある。

特
長

パンデミック
ワクチン

プレパンデミック
ワクチン

抗インフルエンザ
ウイルス薬

医学的介入（薬剤・ワクチン）

厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室
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抗インフルエンザウイルス薬の備蓄抗インフルエンザウイルス薬の備蓄

■ 抗インフルエンザウイルス薬とは

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエンザの症状を軽
減したり、発症を予防する薬剤。我が国においては、タミフルタミフルやリレンザリレンザ等が使用されている。

●タミフル

政府備蓄 １，０５０万人分（治療用）
３００万人分（予防投薬用）

都道府県備蓄 １，０５０万人分（治療用）
流通分 ４００万人分

計 ２，８００万人分

■ 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況

○ 最新の医学的な知見や、直近の諸外国における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況等を勘案して、

抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量を国民の４０～５０％に相当する量に引き上げる。抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量を国民の４０～５０％に相当する量に引き上げる。

与党ＰＴの提言

●リレンザ

政府備蓄のみ １３５万人分

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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プレパンデミックワクチンに関する方針

■ プレパンデミックワクチンとは

鳥－ヒト感染の患者または鳥から分離されたウイルスを基に製造されるワクチン。現在は鳥インフ
ルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１）を用いて製造。

新型インフルエンザ発生後に接種開始接種方針

医療従事者
社会機能維持者

医療従事者医療従事者
社会機能維持者

全国民医療従事者
社会機能維持者

接種対象者

－－－

国内でトリーヒト感染
が発生した場合、医
療従事者等に接種を
検討

事前接種の有効性、事前接種の有効性、
安全性安全性について平成
２０年度に臨床研究臨床研究
を実施

８００万人分

（１００％）

スイス
２５０万人分

（１２．５％）

１６５万人分

（３％）

２０００万人分

（７％）

２０００万人分

（１６％）

プレパンデミッ
クワクチンの
備蓄量

オーストラリア日本 イギリスアメリカ国

諸外国の状況

■ プレパンデミックワクチンの備蓄状況

政府備蓄 平成１８年度 原液約１，０００万人分備蓄 （ベトナム株 Clade 1.0／インドネシア株 2.1）
平成１９年度 原液約１，０００万人分備蓄 （中国・安徽株 2.3）

厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室
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パンデミックワクチンに関する方針パンデミックワクチンに関する方針

細胞培養等の開発細胞培養等の開発によ
り、全国民のワクチンを
６ヶ月以内に製造６ヶ月以内に製造する
体制について整備をす
ることを検討

日本

細胞培養細胞培養では、では、鶏卵の代わりに細胞を用いて製造する
ため、資材調達や生産工程の管理等の観点から、製造
期間を短縮することができる。

細胞培養等の開発細胞培養等の開発によ
り、全国民のワクチンを
６ヶ月以内に製造６ヶ月以内に製造する体
制について２０１１年目２０１１年目

標標に整備

パンデミック
ワクチンの
確保方針

アメリカ国

○新型インフルエンザの発生後、ウイルス株が同定されてから６ヶ月以内に全国民分６ヶ月以内に全国民分 のパンデミックワクチンをのパンデミックワクチンを

製造製造できるように、細胞培養等の研究開発を促進し、製造体制の強化細胞培養等の研究開発を促進し、製造体制の強化を図る。

■ パンデミックワクチンとは

ヒト－ヒト感染を起こし、パンデミック（大流行）となるウイルスを基に製造されるワクチン。

■ 現行の製造体制

鶏卵培養鶏卵培養
ウイルス株
の接種

ウイルス採取 不活化 精製

国民全員分のワクチンを製造するためには、新型インフルエンザの発生か
ら１年半前後の期間を要することが想定されている。

与党ＰＴの提言

厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室
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２．事業者・職場における新型
インフルエンザ対策ガイドライン

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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３章 新型インフルエンザ行動計画の立案

事業者ガイドライン（改定案）の構成

１章 本ガイドラインの位置づけ

２章 新型インフルエンザの基礎的知識

（１）新型インフルエンザの出現 （２）インフルエンザウイルスの感染経路
（３）薬剤を用いた新型インフルエンザ対策 （４）個人や事業者が実施できる具体的な感染予防策
（５）感染予防に必要な保護具と衛生用品

４章 新型インフルエンザ行動計画の発動
（１）危機管理組織の設置・運営 （２）感染予防策の実行
（３）事業継続計画の実施

（４）教育・訓練

（２）感染予防策の検討 （３）事業継続の検討

（１）新型インフルエンザ対策体制の検討・確立

５章 小康状態

（５）点検・是正

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室
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事業者ガイドライン 参考資料Ａ 新型インフルエンザ
発生時の社会経済状況の想定（一つの例）

0.5%～2.0% （「新型インフルエンザ対策行動計画」による）致死率

25% （「新型インフルエンザ対策行動計画」による）発症率

20～40% （被害想定作成上の1つの仮定）

・最大40%程度の欠勤率
・業種・地域により流行のピークに差がある

欠勤率

10日間程度 （被害想定作成上の1つの仮定）欠勤期間

流行は8週間程度 （「新型インフルエンザ対策行動計画」による）

・政府の介入により変わる可能性あり（流行のピークがなだらかで期間が長引くなど）

・地域により、流行のピークの大きさや時期に差が生じる可能性がある

流行の波

海外で発生してから日本到達まで2～4週間程度（被害想定作成上の1つの仮定）到達時間

表 被害想定（事業継続計画策定上の一つの仮定）

資料：「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
資料A「新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）」

Â 不確実な要素があることを前提に、新型インフルエンザ発生時に想定される感染の状況、
社会状況、事業者における対策等について、一例を示したもの

厚生労働省健康局結核感染症課
新型インフルエンザ対策推進室




